
育　　苗　(乳苗(芽だし)) 460 円

育　　苗　(稚　苗) 780 円

水 稲 作 業 一 貫

( 全 面 作 業 請 負 )

耕 起 4,500 円

２番耕起 3,000 円

プラウ耕起 4,750 円

④ 代 か き 10 アール 8,000 円

機 械 田 植 え 7,300 円

田植え(側条 施肥植え) 8,000 円

苗運搬 別途
補　植 別途
刈 取 ・ 脱 穀 17,000 円

倒伏･湿田･雑草

結　束 3,000 円

運　搬 1,900 円

乾 燥 ･ 調 整 1,500 円

袋　代

⑧ 畔 ぬ り 1 m 50 円

⑨ 麦 ド リ ル ま き 10 アール 5,500 円

麦 刈 取 ・ 脱 穀 14,000 円

倒伏･湿田･雑草

結　束 3,000 円

運　搬 1,900 円

⑪ 麦 乾 燥 ･ 調 整 50 Kg 1,250 円

ブ ー ム ス プ レ ア 2,200 円

防 除 作 業 ( 液 ) 1,500 円

⑫ 　　　〃　　　　　　 粉・粒 1,200 円

肥 料 散 布 1,200 円

　  その他
作 業 区 分

農 作 業 一 般 1 時間 1,010 円

オ ペ レ ー タ ー 1 時間 1,540 円

  当事者双方の話し合いで決めてください。

令和７年度下野市農作業賃金標準額
・下記の金額は、税抜きの金額です。
・農作業賃金標準額はあくまでも目安です。地域の状況や現状を勘案し、

種籾･除草剤･肥料･農薬代を含む

(水まわり・畦畔等の草刈は除く)

作 業 内 容 単　　位 金　　額 備　　　　　考

① 1 箱 運賃は別途

② 10 アール 74,300 円

③ 10 アール

土壌条件により割増有

⑤ 10 アール

肥料･薬剤は別途

機械田植えの薬剤散布は500円増

⑥
10 アール 割増有 １割倒伏で１割増

ひも代は別途

運搬距離によって割増有

⑦ 60 Kg
委託者負担

種籾･肥料・耕起は別途

⑩
10 アール 割増有 １割倒伏で１割増

ひも代は別途

運搬距離によって割増有

10 アール
除草剤、農薬代は別途

肥料代は別途

単 位 備　　　　　　　　　考

①
栃木県最低賃金が変更され、作業区分額がその額を
下回る場合は、栃木県最低賃金の額に読み替える。
※栃木県最低賃金：1,004円（令和６年10月1日時点）

下野市農業委員会事務局　　　0285-32-8915


